
 肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  に  つ  い  て  （修  正  案） 

    肝  付  町  教  育  委  員  会  か  ら  の  諮  問  を  受  け  て、  「今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  に 
 関  す  る  基  本  ⽅  針」  と  し  て  次  の  と  お  り  答  申  す  る。 

    令  和  ６  年     ⽉     ⽇ 

 肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  検  討  委  員  会 

 肝  付  町  今  後  の  ⼩‧  中  学  校  等  の  在  り  ⽅  に  つ  い  て  （令  和  ５  年  10  ⽉  ５  ⽇  肝  付  町  教  育  委  員  会  諮 
 問） 
    令  和  ２  年  度  ま  で  肝  付  町  全  体  で  1,000  ⼈  を  超  え  て  い  た  児  童  ⽣  徒  の  数  は、  今  後  10  年  も  経  た 
 な  い  う  ち  に  800  ⼈  を  切  り、  ⼩‧  中‧  義  務  教  育  学  校  （以  下  「⼩‧  中  学  校  等」  と  い  う。）  の  ⼩ 
 規  模  化  は  さ  ら  に  進  む  こ  と  が  予  想  さ  れ  ま  す。 
    あ  る  ⼀  定  の  規  模  を  標  準  と  し  て  様々  な  制  度  設  計  が  ⾏  わ  れ  て  い  る  我  が  国  の  学  校  教  育  に  お  い 
 て、  特  に、  ⼩‧  中  学  校  等  は、  単  に  教  科  等  の  知  識  や  技  能  を  習  得  す  る  た  め  だ  け  で  な  く、  児  童 
 ⽣  徒  が  集  団  の  中  で、  多  様  な  考  え  に  触  れ、  認  め  合  い、  協  ⼒  し  合  い、  切  磋  琢  磨  す  る  こ  と  を  通 
 じ  て、  思  考  ⼒  や  表  現  ⼒、  判  断  ⼒、  問  題  解  決  能  ⼒  な  ど  を  育  み、  社  会  性  や  規  範  意  識  を  ⾝  に  付 
 け  る  場  と  さ  れ  て  お  り、  ⼩‧  中  学  校  等  の  設  置  者  に  は、  そ  れ  ぞ  れ  の  地  域  の  実  情  に  応  じ  た  最  適 
 な  学  校  教  育  の  在  り  ⽅  や  規  模  を  主  体  的  に  検  討  す  る  こ  と  が  求  め  ら  れ  て  い  ま  す。  近  隣  市  町  に  お 
 い  て  も  「学  校  規  模  適  正  化  （学  校  再  編）  基  本  ⽅  針  （以  下  「基  本  ⽅  針」  と  い  う。）」  を  定  め  る 
 な  ど  し、  保  護  者  や  地  域  住  ⺠  の  理  解  と  協  ⼒  を  得  な  が  ら、  ⼩‧  中  学  校  等  の  規  模  適  正  化  の  取  組 
 が  進  め  ら  れ  て  い  る  と  こ  ろ  で  す。 
    ま  た、  本  町  の  ⼩‧  中  学  校  等  の  多  く  は  概  ね  建  築  後  50  年  を  経  過  し  た  校  舎  等  を  有  し  て  お  り、 
 ⽼  朽  化  対  策  は  急  務  で  あ  り、  ま  た、  障  害  の  あ  る  児  童  ⽣  徒  が  ⽀  障  な  く  安  ⼼  し  て  学  校  ⽣  活  を  送 
 る  こ  と  が  で  き  る  よ  う、  バ  リ  ア  フ  リー  化  な  ど  に  も  取  り  組  む  必  要  が  あ  り  ま  す。 
    以  上  の  よ  う  な  こ  と  か  ら、  義  務  教  育  の  機  会  均  等  や  教  育  ⽔  準  の  維  持‧  向  上  を  図  る  た  め、 
 ⼩‧  中  学  校  等  の  規  模  の  適  正  化  や  ⼩  規  模  化  に  伴  う  諸  課  題  へ  の  対  応  策  な  ど  を  講  じ  る  必  要  が  あ 
 る  こ  と  か  ら、  肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  検  討  委  員  会  設  置  条  例  （令  和  ５  年  肝  付  町  第  20  号） 
 第  ２  条  に  基  づ  き、  今  後  の  ⼩‧  中  学  校  等  の  在  り  ⽅  に  つ  い  て  諮  問  し  ま  す。 

 ＜  参  考  ＞  肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  検  討  委  員  会  設  置  条  例  （令  和  ５  年  肝  付  町  第  20  号）  抜  粋 
 （設  置） 
 第  １  条     肝  付  町  ⽴  学  校  （⾼  ⼭  准  看  護  学  校  を  除  く。  以  下  「学  校」  と  い  う。）  の  教  育  効  果  の  向  上  を  図 
    り、  そ  の  規  模  及  び  配  置  等  の  適  正  化  を  調  査  審  議  す  る  た  め、  肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  検  討  委  員 
    会  （以  下  「検  討  委  員  会」  と  い  う。）  を  設  置  す  る。 
 （所  管  事  項） 
 第  ２  条     検  討  委  員  会  は、  教  育  委  員  会  の  諮  問  に  応  じ、  学  校  の  規  模  及  び  配  置  等  の  適  正  化  を  調  査  審  議 
    す  る。 
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 肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  に  関  す  る  基  本  ⽅  針  （修  正  案） 

 令  和  ６  年     ⽉     ⽇ 
 肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  検  討  委  員  会 

 １  ．  現  状  と  課  題  に  つ  い  て 
 （１）  児  童  ⽣  徒  数  の  減  少 
    ⿅  児  島  県  が  公  表  し  た  令  和  ５  年  10  ⽉  １  ⽇  現  在  の  「県  推  計  ⼈  ⼝  及  び  ⼈  ⼝  動  態」  に  よ  る  と、  県 
 全  体  で  肝  付  町  の  推  計  ⼈  ⼝  に  相  当  す  る  ⼈  数  が  １  年  間  で  減  少  し  て  い  る。  【参  考  １】 

    肝  付  町  の  児  童  ⽣  徒  の  数  も  減  少  傾  向  に  あ  り、  令  和  ５  年  12  ⽉  １  ⽇  現  在  995  ⼈  の  児  童  ⽣  徒  数  は 
 １  歳  児  が  ⼩  学  校  の  新  １  年  ⽣  と  な  る  令  和  11  年  度  に  は  786  ⼈  と  な  り、  200  ⼈  を  超  え  る  児  童  ⽣  徒  の 
 数  が  減  少  す  る  こ  と  が  予  想  さ  れ  る。  【参  考  ２】 

    ま  た、  内  之  浦  校  区  及  び  岸  良  校  区  に  お  い  て  は、  現  在、  ⼭  村  留  学  （内  之  浦  ⼩‧  中  学  校  ：  銀  河 
 留  学、  岸  良  学  園  ：  ウ  ミ  ガ  メ  留  学）  を  実  施  し  て  い  る  が、  全  国  的  な  少  ⼦  化  の  中  で、  地  理  的  な  要 
 因  な  ど  も  相  まっ  て、  今  後、  益々、  児  童  ⽣  徒  を  確  保  し  て  い  く  こ  と  は  難  し  く  な  る  こ  と  が  予  想  さ 
 れ  る。  【参  考  ３】 

    【参  考  １】  県  推  計  ⼈  ⼝  及  び  ⼈  ⼝  動  態  （市  町  村  別）ー  令  和  ５  年  10  ⽉  １  ⽇  現  在ー  ⿅  児  島  県  総  合  政  策  局  統  計  課 

    【参  考  ２】  児  童  ⽣  徒  数  の  推  移  （令  和  ５  年  12  ⽉  １  ⽇  現  在）     下  段  （ ）  内  は  令  和  ５  年  度  の  児  童  ⽣  徒  数  と  の  ⽐  較  を  表  す。 

    【内  訳  ①  】  児  童  数  の  推  移 
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 世 
 帯 
 数 

 推  計  ⼈  ⼝  ⼈  ⼝  動  態  対 
 前 
 ⽉ 
 増 
 減 
 数 

 対 
 前 
 年 
 増 
 減 
 数 

 男  ⼥  計 
 ⾃     然     動     態  社     会     動     態 

 外 
 国 
 ⼈ 

 出 
 ⽣ 

 死 
 亡 

 増 
 減 

 転 
 ⼊ 

 転 
 出 

 増 
 減 

 県 
 全 
 体 

 731,515  731,910  816,774  1,548,684  14,486  854  1,858  -1,004  1,946  1,716  230  -774  -14,440 

 肝 
 付 
 町 

 5,985  6,602  6,722  13,324  74  １  20  -19  24  26  -2  -21  -288 

 学  校  種  ∕  年  度  ５  ６  ７  ８  ９  10  11 

 ⼩  学  校  659  630  585  570  543  497  465 

 中  学  校  336  342  357  336  333  314  321 

 合  計  995  972 
 (-23) 

 942 
 (-53) 

 906 
 (-89) 

 876 
 (-119) 

 811 
 (-184) 

 786 
 (-209) 

 学  校  名  ∕  年  度  ５  ６  ７  ８  ９  10  11 

 内  之  浦  ⼩  学  校  50  44 
 (-6) 

 39 
 (-11) 

 39 
 (-11) 

 32 
 (-18) 

 31 
 (-19) 

 31 
 (-19) 

 国  ⾒  ⼩  学  校  56  54 
 (-2) 

 44 
 (-12) 

 39 
 (-17) 

 35 
 (-21) 

 23 
 (-33) 

 19 
 (-37) 

 ⾼  ⼭  ⼩  学  校  464  444 
 (-20) 

 415 
 (-49) 

 404 
 (-60) 

 383 
 (-81) 

 353 
 (-111) 

 342 
 (-122) 

 波  野  ⼩  学  校  23  22 
 (-1) 

 19 
 (-4) 

 14 
 (-9) 

 12 
 (-11) 

 11 
 (-12) 

 ９ 
 (-14) 



    【内  訳  ②  】  ⽣  徒  数  の  推  移 

    【参  考  ３】  ⼭  村  留  学  と  し  て  受  け  ⼊  れ  た  児  童  ⽣  徒  数  の  変  遷                             令  和  ６  年  度  に  つ  い  て  は  予  定  数  を  表  す。 

 （２）  ⼩‧  中  学  校  （義  務  教  育  学  校  を  含  む。  以  下  同  じ。）  の  ⼩  規  模  化 
    ⼩  規  模  校  で  は、  ⼀  ⼈  ⼀  ⼈  の  学  習  状  況  や  学  習  内  容  の  定  着  状  況  を  的  確  に  把  握  で  き、  き  め  細  か 
 な  指  導  が  ⾏  い  や  す  く、  ま  た、  体  験  的  な  学  習  や  校  外  学  習  を  機  動  的  に  ⾏  う  こ  と  が  で  き、  異  年  齢 
 の  学  習  活  動  を  組  み  や  す  い  な  ど  の  メ  リッ  ト  も  あ  る  ⼀  ⽅  で、  現  在、  例  え  ば、  ⼩  学  校  に  お  い  て  は 
 複  式  指  導  や  中  学  校  に  お  い  て  は  教  科  外  指  導  や  部  活  動  の  指  導  な  ど  の  課  題  を  抱  え  な  が  ら、  学  校  運 
 営  が  ⾏  わ  れ  て  い  る。 

 ①  ⼩  学  校  に  お  け  る  複  式  指  導 
  ‧  教  員  は、  直  接  指  導  と  間  接  指  導  を  組  み  合  わ  せ、  複  数  の  学  年  を  ⾏  き  来  し  な  が  ら  指  導  す  る  こ 
       と  と  な  り、  特  別  な  指  導  技  術  が  求  め  ら  れ  る  と  と  も  に、  児  童  に  とっ  て  は  ⻑  時  間  の  直  接  指  導 
       （実  験‧  観  察  な  ど）  が  必  要  と  な  る  活  動  な  ど  に  制  限  が  ⽣  じ  る。 
  ‧  複  式  指  導  は、  原  則、  隣  接  す  る  ２  つ  の  学  年  （例  ：  １  年  ⽣  と  ２  年  ⽣  で  １  つ  の  学  級  を  編  成  す 
       る  な  ど）  で  ⾏  う  こ  と  と  なっ  て  い  る  が、  ⾼  ⼭  ⼩  学  校  と  今  後  あ  る  ⼀  定  の  期  間  児  童  数  の  増  加 
       に  よ  り  複  式  学  級  の  解  消  が  進  む  宮  富  ⼩  学  校  以  外  の  ⼩  学  校  に  つ  い  て  は、  新  ⼊  学  児  童  が  ０  名 
       と  な  り、  学  年  が  ⽋  け  る  こ  と  に  よ  り、  変  則  的  な  複  式  指  導  （例  ：  １  年  ⽣  と  ４  年  ⽣  で  １  つ  の 
       学  級  を  編  成  す  る  な  ど）  が  増  え  る  こ  と  が  予  想  さ  れ  る。  【参  考  ４】 

  ‧  兄  弟  姉  妹  が  同  じ  学  級  と  な  る  場  合、  指  導  上  の  制  限  が  ⽣  じ  る  可  能  性  が  あ  る。 
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 宮  富  ⼩  学  校  53  55 
 (2) 

 61 
 (8) 

 66 
 (13) 

 73 
 (20) 

 72 
 (19) 

 59 
 (6) 

 岸  良  学  園  13  11 
 (-2) 

 ７ 
 (-6) 

 ８ 
 (-5) 

 ８ 
 (-5) 

 ７ 
 (-6) 

 ５ 
 (-8) 

 ⼩  計  659  630 
 (-29) 

 585 
 (-74) 

 570 
 (-89) 

 543 
 (-116) 

 497 
 (-162) 

 465 
 (-194) 

 学  校  名  ∕  年  度  ５  ６  ７  ８  ９  10  11 

 内  之  浦  中  学  校  31  34 
 (3) 

 34 
 (3) 

 26 
 (-5) 

 25 
 (-6) 

 23 
 (-8) 

 24 
 (-7) 

 国  ⾒  中  学  校  33  30 
 (-3) 

 29 
 (-4) 

 27 
 (-6) 

 31 
 (-2) 

 32 
 (-1) 

 29 
 (-4) 

 ⾼  ⼭  中  学  校  231  251 
 (20) 

 269 
 (38) 

 260 
 (29) 

 256 
 (25) 

 244 
 (13) 

 257 
 (26) 

 波  野  中  学  校  34  19 
 (-15) 

 15 
 (-19) 

 15 
 (-19) 

 17 
 (-17) 

 12 
 (-22) 

 ６ 
 (-28) 

 岸  良  学  園  ７  ８ 
 (1) 

 10 
 (3) 

 ８ 
 (1) 

 ４ 
 (-3) 

 ３ 
 (-4) 

 ５ 
 (-2) 

 ⼩  計  336  342 
 (6) 

 357 
 (21) 

 336 
 (0) 

 333 
 (-3) 

 314 
 (-22) 

 321 
 (-15) 

 学  校  名  ∕  年  度  30  元  ２  ３  ４  ５  ６ 

 内  之  浦  ⼩  学  校  5  3  2  1  0  2  2 

 内  之  浦  中  学  校  0  0  0  1  0  0  0 

 岸  良  学  園  2  2  2  6  7  8  7 

 計  7  5  4  8  7  10  9 



    【参  考  ４】  通  常  の  学  級  （特  別  ⽀  援  学  級  を  除  く。）  の  編  成  状  況  （令  和  ５  年  度） 

 ②  中  学  校  に  お  け  る  教  科  外  指  導  や  部  活  動  の  指  導 
  ‧  経  験  年  数、  専  ⾨  性  な  ど  バ  ラ  ン  ス  の  取  れ  た  教  員  配  置  や  そ  れ  を  活  か  し  た  指  導  の  充  実  が  難  し 
       く、  免  許  外  指  導  の  教  科  が  ⽣  ま  れ  る  可  能  性  が  あ  る。  【参  考  ５】 

  ‧  部  活  動  の  部  員  や  指  導  者  の  確  保  が  難  し  い。  【参  考  ６】 

    【参  考  ５】  教  科  外  指  導  の  状  況  （令  和  ５  年  度）    

               

 ○  ：  常  勤 
 △  ：  ⾮  常  勤 
 空  欄  ：  教  科  外  指  導 

    【参  考  ６】  部  活  動  の  状  況  （令  和  ５  年  度） 

 ○  ：  活  動  中 
 ●  ：  活  動  中  （合  同 
       チー  ム） 
 ◎  ：  地  域  移  ⾏  済  み 
 △  ：  休  部  中    
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 学  校  名  ∕  学  年  １  ２  ３  ４  ５  ６  計 

 内  之  浦  ⼩  学  校  １  １  １  １  １  ５ 

 国  ⾒  ⼩  学  校  １  １  １  １  １  １  ６ 

 ⾼  ⼭  ⼩  学  校  ３  ３  ３  ２  ３  ３  17 

 波  野  ⼩  学  校  １  １  １  ３ 

 宮  富  ⼩  学  校  １  １  １  １  ４ 

 岸  良  学  園  １  ０  ０  １  ２ 

 学  校  名  ∕  教  科 
 国 
 語 

 社 
 会 

 数 
 学 

 理 
 科 

 ⾳ 
 楽 

 美 
 術 

 保 
 健 
 体 
 育 

 技 
 術 

 家 
 庭 

 外 
 国 
 語 

 内  之  浦  中  学  校  ○  ○  ○  ○  ○  △  ○  △  ○ 

 国  ⾒  中  学  校  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 ⾼  ⼭  中  学  校  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 波  野  中  学  校  ○  ○  ○  ○  ○  ○  △  ○ 

 岸  良  学  園  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 学  校  名 
    ∕  競  技  名  等 

 空 
 ⼿ 
 道 

 剣 
 道 

 サ 
 ッ 
 カ 
 ｜ 

 柔 
 道 

 ソ 
 フ 
 ト 
 テ 
 ニ 
 ス 

 バ 
 ス 
 ケ 
 ッ 
 ト 
 ボ 
 ｜ 
 ル 

 バ 
 レ 
 ｜ 
 ボ 
 ｜ 
 ル 

 野 
 球 

 陸 
 上 

 吹 
 奏 
 楽 

 内  之  浦  中  学  校  △  ● 

 国  ⾒  中  学  校  ◎  ● 

 ⾼  ⼭  中  学  校  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ●  ○  ○ 

 波  野  中  学  校  ●  ○ 

 岸  良  学  園  ○ 



 ２  ．  今  後  の  在  り  ⽅  に  つ  い  て 
 （１）  基  本  な  考  え  ⽅ 
       ①  望  ま  し  い  学  校  規  模 
          町  内  の  各  ⼩‧  中  学  校  が  抱  え  る  課  題  な  ど  を  踏  ま  え  れ  ば、  国  が  教  育  効  果  な  ど  を  考  慮  し  て 
       定  め  た  １  学  年  ２〜  ３  学  級  以  上  あ  る  こ  と  が  望  ま  し  い。  【参  考  ７】 

          ま  た、  ⼩‧  中  学  校  は、  単  に  教  科  等  の  知  識  や  技  能  を  習  得  す  る  た  め  だ  け  で  な  く、  児  童  ⽣ 
       徒  が  同  じ  年  齢  の  集  団  の  中  で、  多  様  な  考  え  に  触  れ、  認  め  合  い、  協  ⼒  し  合  い、  切  磋  琢  磨  す 
       る  こ  と  を  通  じ  て、  思  考  ⼒  や  表  現  ⼒、  判  断  ⼒、  問  題  解  決  能  ⼒  な  ど  を  育  み、  社  会  性  や  規  範 
       意  識  を  ⾝  に  付  け  る  場  で  あ  る  こ  と  を  念  頭  に  置  い  た、  学  校  規  模  の  適  正  化  が  望  ま  し  い。 
       【⼩  学  校】 
        ‧  ⼊  学  か  ら  卒  業  ま  で  学  級  集  団  が  同  じ  で、  ⼈  間  関  係  が  固  定  化  さ  れ  や  す  い。 
        ‧  集  団  で  ⾏  う  学  習  活  動  （体  育  の  球  技  や  ⾳  楽  の  合  唱‧  合  奏  な  ど）  が  実  施  し  に  く  い。 
       【中  学  校】 
        ‧  学  級  数  に  応  じ  て  教  員  が  配  置  さ  れ  る  こ  と  か  ら、  教  科  外  の  教  員  が  指  導  を  ⾏  わ  な  け  れ  ば 
             な  ら  な  い。 
        ‧  部  活  動  に  お  い  て  他  校  と  の  合  同  チー  ム  を  編  成  せ  ざ  る  を  得  な  い。 
        ‧  修  学  旅  ⾏  の  費  ⽤  な  ど、  保  護  者  負  担  が  ⼤  き  く  な  る。 

 【参  考  ７】  学  校  教  育  法  施  ⾏  規  則  （昭  和  ⼆  ⼗  ⼆  年  ⽂  部  省  令  第  ⼗  ⼀  号）  抜  粋 
 第  四  ⼗  ⼀  条     ⼩  学  校  の  学  級  数  は、  ⼗  ⼆  学  級  以  上  ⼗  ⼋  学  級  以  下  を  標  準  と  す  る。  た  だ  し、  地  域  の  実  態  そ  の  他  に  よ  り 
    特  別  の  事  情  の  あ  る  と  き  は、  こ  の  限  り  で  な  い。 
 第  七  ⼗  九  条     第  四  ⼗  ⼀  条  か  ら  第  四  ⼗  九  条  ま  で、  第  五  ⼗  条  第  ⼆  項、  第  五  ⼗  四  条  か  ら  第  六  ⼗  ⼋  条  ま  で  の  規  定  は、  中 
    学  校  に  準  ⽤  す  る。  （略） 
 第  七  ⼗  九  条  の  三     義  務  教  育  学  校  の  学  級  数  は、  ⼗  ⼋  学  級  以  上  ⼆  ⼗  七  学  級  以  下  を  標  準  と  す  る。  た  だ  し、  地  域  の  実  態 
    そ  の  他  に  よ  り  特  別  の  事  情  の  あ  る  と  き  は、  こ  の  限  り  で  な  い。 

          ②  望  ま  し  い  通  学  距  離  （通  学  時  間） 
          徒  歩  や  ⾃  転  ⾞  に  よ  る  通  学  距  離  と  し  て、  ⼩  学  校  で  ４  km  以  内、  中  学  校  で  ６  km  以  内  を  基  準 
       と  し、  通  学  時  間  に  つ  い  て  は  お  お  む  ね  １  時  間  以  内  と  す  る  こ  と  が  望  ま  し  い。  【参  考  ８】 

 【参  考  ８】  義  務  教  育  諸  学  校  等  の  施  設  費  の  国  庫  負  担  等  に  関  す  る  法  律  施  ⾏  令  （昭  和  三  ⼗  三  年  政  令  第  百  ⼋  ⼗  九  号） 
 抜  粋 
 （適  正  な  学  校  規  模  の  条  件） 
 第  四  条     法  第  三  条  第  ⼀  項  第  四  号  の  適  正  な  規  模  の  条  件  は、  次  に  掲  げ  る  も  の  と  す  る。 
 ⼀     学  級  数  が、  ⼩  学  校  及  び  中  学  校  に  あ  つ  て  は  お  お  む  ね  ⼗  ⼆  学  級  か  ら  ⼗  ⼋  学  級  ま  で、  義  務  教  育  学  校  に  あ  つ  て  は 
    お  お  む  ね  ⼗  ⼋  学  級  か  ら  ⼆  ⼗  七  学  級  ま  で  で  あ  る  こ  と。 
 ⼆     通  学  距  離  が、  ⼩  学  校  に  あ  つ  て  は  お  お  む  ね  四  キ  ロ  メー  ト  ル  以  内、  中  学  校  及  び  義  務  教  育  学  校  に  あ  つ  て  は  お  お 
    む  ね  六  キ  ロ  メー  ト  ル  以  内  で  あ  る  こ  と。 

 （２）  （３）  ス  ケ  ジュー  ル 
       ‧  現  在、  求  め  ら  れ  る  児  童  ⽣  徒  の  教  育  環  境  を  考  え  た  際、  上  記  「（１）  基  本  的  な  考  え  ⽅」 
          に  基  づ  き、  学  校  の  規  模  適  正  化  を  進  め  る  こ  と  が  望  ま  し  い  が、  こ  れ  ま  で  の  学  校  と  地  域  と 
          の  関  わ  り  な  ど  を  踏  ま  え  れ  ば、  例  え  ば、  ⼩  学  校  に  お  い  て、  ①  全  て  の  学  年  が  複  式  学  級  と 
          し  て  編  制  さ  れ、  ⼜  は、  ②  い  ず  れ  か  の  学  年  の  児  童  が  ⽋  け  る  （０  ⼈  と  な  る）  な  ど  の  段  階 
          に  達  す  る  年  を  「再  編  の  基  準  と  な  る  年」  と  し、  そ  こ  か  ら  あ  る  ⼀  定  （例  ：  ２〜  ３  年）  の 
          準  備  期  間  を  設  け  た  後  に、  同  校  区  内  の  ⼩‧  中  学  校  に  つ  い  て  は  隣  接  す  る  ⼩‧  中  学  校  と  再 
          編  す  る  こ  と  な  ど  を  ⽰  し  た  学  校  再  編  計  画  （案）  を  予  め  定  め、  保  護  者  や  地  域  住  ⺠  の  意  ⾒ 
          を  徴  し、  理  解  を  求  め  る  こ  と  が  望  ま  し  い。 
     ‧  ま  た、  例  え  ば、  各  単  位  PTA  が  中  ⼼  と  な  り  取  り  ま  と  め  た  保  護  者  の  意  ⾒  な  ど  に、  あ  る  ⼀ 
          定  の  合  理  性  が  あ  る  場  合  は  学  校  再  編  計  画  を  決  定  す  る  際  の  判  断  材  料  と  す  る  こ  と  が  望  ま  し 

 5 



          い。 
     ‧  今  後  も、  例  え  ば、  ⼩  学  校  に  通  う  児  童  が  ⼊  れ  替  わ  る  ５〜  ６  年  を  ⽬  処  に、  学  校  再  編  計  画 
          を  ⾒  直  す  な  ど、  児  童  ⽣  徒  数  の  推  移  を  踏  ま  え  た  検  討  を  継  続  し  て  ⾏っ  て  い  く  こ  と  が  望  ま 
          し  い。 

       岸  良  学  園  に  あっ  て  は  令  和  ３  年  ４  ⽉  に  岸  良  ⼩  学  校  及  び  岸  良  中  学  校  を  義  務  教  育  学  校  と  し  て 
    再  編  し  た  と  こ  ろ  で  あ  り、  ま  た、  ま  ず  通  学  区  域  の  ⾒  直  し  を  ⾏っ  た  上  で、  学  校  の  再  編  に  着  ⼿ 
    す  る  こ  と  も  考  え  ら  れ  る  が、  肝  付  町  の  今  後  の  児  童  ⽣  徒  数  の  減  少  状  況  を  踏  ま  え  れ  ば、  次  の  よ 
    う  な  ス  ケ  ジュー  ル  で  学  校  の  再  編  を  進  め  る  こ  と  が  望  ま  し  い。 

    【⼩  学  校】                                                        （ ）  内  は  予  定  ⼈  数 

                         ＜  R6.4  ＞                    ＜  R8.4  ＞           ＜  将  来  ＞ 

                   【中  学  校】                                                           （ ）  内  は  予  定  ⼈  数 
                      ＜  R6.4  ＞              ＜  R8.4  ＞                 ＜  将  来  ＞ 

 （３）  （２）  学  校  規  模  の  適  正  化  に  向  け  て  配  慮  す  べ  き  こ  と 
       ①  児  童  ⽣  徒  へ  の  配  慮 
          ‧  ⼩‧  中  学  校  は、  単  に  教  科  等  の  知  識  や  技  能  を  習  得  す  る  た  め  だ  け  で  な  く、  児  童  ⽣  徒  が 
             同  じ  年  齢  の  集  団  の  中  で、  多  様  な  考  え  に  触  れ、  認  め  合  い、  協  ⼒  し  合  い、  切  磋  琢  磨  す 
             る  こ  と  を  通  じ  て、  思  考  ⼒  や  表  現  ⼒、  判  断  ⼒、  問  題  解  決  能  ⼒  な  ど  を  育  み、  社  会  性  や 
             規  範  意  識  を  ⾝  に  付  け  る  場  で  あ  る  こ  と  を  念  頭  に  置  い  た、  学  校  規  模  の  適  正  化  が  望  ま  し 
             い。  ＜  （１）  基  本  的  な  考  え  ⽅  へ  移  動  ＞ 
          ‧  近  隣  の  町  が  合  併  前  の  旧  町  ご  と  に  ⼩‧  中  学  校  の  再  編  を  ⾏っ  て  い  る  こ  と  な  ど  を  参  考  に 
             予  め  保  護  者  や  地  域  住  ⺠  に  ス  ケ  ジュー  ル  を  ⽰  し、  段  階  的  に  学  校  の  再  編  を  ⾏っ  て  い  く 
             こ  と  が  望  ま  し  い。  【参  考  ９】  ＜  削  除  ＞ 
        ‧  ⼩  規  模  校  の  児  童  ⽣  徒  が  ⼤  き  な  集  団  に  慣  れ  る  た  め、  例  え  ば、  学  校  間  の  交  流  の  機  会  を 
             設  け  る  な  ど  し  て、  児  童  ⽣  徒  の  ス  ト  レ  ス  を  軽  減  す  る  策  を  講  じ  る  こ  と  が  望  ま  し  い。 
        ‧  学  校  規  模  の  適  正  化  の  理  解  が  得  ら  れ  る  よ  う、  児  童  ⽣  徒  が  通  い  た  く  な  る、  ま  た、  保  護 
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 内  之  浦  ⼩  学  校  （  44  名） 
 ⇒  内  之  浦  ⼩  学  校  (47  名） 

 ⇒  ○○  ⼩  学  校 

 岸  良  学  園  （  11  名） 

 国  ⾒  ⼩  学  校  （  54  名） 

 ⇒  ⾼  ⼭  ⼩  学  校  （  457  名）     ⾼  ⼭  ⼩  学  校  （  444  名） 

 波  野  ⼩  学  校  （  22  名） 

 宮  富  ⼩  学  校  （  55  名）  ⇒  宮  富  ⼩  学  校  (66  名） 

 内  之  浦  中  学  校  （  34  名） 
 ⇒  内  之  浦  中  学  校  (34  名) 

 ⇒  ○○  中  学  校 

 岸  良  学  園  (8  名) 

 国  ⾒  中  学  校  (30  名) 

 ⇒  ⾼  ⼭  中  学  校  (302  名)  ⾼  ⼭  中  学  校  (251  名) 

 波  野  中  学  校  (19  名) 



             者  が  通  わ  せ  た  く  な  る  よ  う  な  学  校  教  育  環  境  の  整  備‧  充  実  に  努  め  る  こ  と  が  望  ま  し  い。 
        ‧  児  童  ⽣  徒  の  特  性  に  応  じ  て、  本  ⼈‧  保  護  者  が  ⼩  規  模  校  を  選  択  で  き  る  シ  ス  テ  ム  の  導  ⼊ 
             が  望  ま  し  い。 
        ‧  通  学  路  の  状  況  や  地  理  的  要  因  な  ど  を  踏  ま  え、  ス  クー  ル  バ  ス  な  ど  の  通  学  ⼿  段  を  確  保  す 
             る  こ  と  が  望  ま  し  い。 

             【参  考  ９】  近  隣  の  町  の  状  況 
                （⼩  学  校）                                                                             児  童  数‧  学  級  数  ：  令  和  ５  年  ４  ⽉  ６  ⽇  現  在 

 合  併  後  合  併  前  学  校  名  児  童  数 
 学  級  数 

 備        考 
 通  常  特  別 

 ⽀  援 

 錦  江  町  ⼤  根  占  町  池  ⽥  ⼩  学  校  12  ３  ０  令  和  ７  年  ４  ⽉  を  ⽬  標  に  ３  校 
 （池  ⽥  ⼩、  ⼤  根  占  ⼩、  宿  利  原 
 ⼩）  が  再  編  統  合  予  定  ⼤  根  占  ⼩  学  校  117  ６  ２ 

 宿  利  原  ⼩  学  校  ６  ２  ０ 

 神  川  ⼩  学  校  34  ４  １ 

 ⽥  代  町  ⼤  原  ⼩  学  校  10  ３  １  令  和  ７  年  ４  ⽉  を  ⽬  標  に  ２  校 
 （⼤  原  ⼩、  ⽥  代  ⼩）  が  再  編  統 
 合  予  定  ⽥  代  ⼩  学  校  74  ６  ２ 

 南  ⼤  隅  町  佐  多  町  佐  多  ⼩  学  校  27  ４  １  平  成  25  年  ４  ⽉  に  ６  校  が  再  編 

 根  占  町  神  ⼭  ⼩  学  校  191  ７  ３  平  成  25  年  ４  ⽉  に  ５  校  が  再  編 

 東  串  良  町  東  串  良  町  池  之  原  ⼩  学  校  289  12  ３ 

 柏  原  ⼩  学  校  83  ６  ２ 

                （中  学  校）                                                                             ⽣  徒  数‧  学  級  数  ：  令  和  ５  年  ４  ⽉  ６  ⽇  現  在 

 合  併  後  合  併  前  学  校  名  ⽣  徒  数 
 学  級  数 

 備        考 
 通  常  特  別 

 ⽀  援 

 錦  江  町  ⼤  根  占  町  錦  江  中  学  校  121  ４  ２  平  成  20  年  ４  ⽉  に  ４  校  が  再  編 

 ⽥  代  町  ⽥  代  中  学  校  39  ３  １  平  成  17  年  ４  ⽉  に  ２  校  が  再  編 

 南  ⼤  隅  町  佐  多  町  第  ⼀  佐  多  中  学  校  22  ３  ２  平  成  ４  年  ４  ⽉  に  ６  校  が  再  編 

 根  占  町  根  占  中  学  校  120  ４  ２  平  成  14  年  ４  ⽉  に  ３  校  が  再  編 

 東  串  良  町  東  串  良  町  東  串  良  中  学  校  289  ６  ２ 

       ②  保  護  者  へ  の  配  慮 
        ‧  学  校  の  再  編  等  に  伴  い、  制  服  や  体  操  服  な  ど  が  変  わ  る  こ  と  へ  の  ⽀  援  策  を  講  じ  る  こ  と  が 
             望  ま  し  い。 

       ③  ②  地  域  と  の  関  係  性 
        ‧  ⼩‧  中  学  校  が  棒  踊  り  な  ど  の  地  域  の  伝  統  芸  能  の  継  承  の  ⼀  翼  を  担っ  て  い  る  現  状  な  ど  を 
             踏  ま  え、  例  え  ば、  学  校  の  有  無  に  関  係  な  く、  地  区  公  ⺠  館  を  活  ⽤  す  る  な  ど  し  て、  放  課 
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             後  や  休  ⽇  な  ど  に  地  域  の  ⼦  ど  も  た  ち  が  集  ま  る  こ  と  が  で  き  る  居  場  所  づ  く  り  を  進  め  る  こ 
             と  が  望  ま  し  い。 
        ‧  ⼩‧  中  学  校  と  地  域  の  つ  な  が  り  の  希  薄  化  を  も  た  ら  さ  な  い  よ  う、  こ  れ  ま  で  以  上  に  校  区 
             の  特  性  を  意  識  し  た  教  育  活  動  の  充  実  を  図  る  と  と  も  に、  例  え  ば、  コ  ミュ  ニ  ティ‧  ス  ク 
           ー  ル  を  導  ⼊  す  る  な  ど、  新  し  い  学  校  づ  く  り  に  着  ⼿  す  る  こ  と  が  望  ま  し  い。  【参  考  ９】 

        ‧  地  域  と  ⼩‧  中  学  校  が  パー  ト  ナー  と  し  て、  共  に  ⼦  供  を  育  て、  そ  の  こ  と  を  通  じ  て  共  に 
             こ  れ  か  ら  の  地  域  を  創  る  体  制  の  活  ⽤  を  さ  ら  に  押  し  進  め  る  こ  と  が  望  ま  し  い。  【参  考  10  】 
        ‧  地  域  住  ⺠  の  積  極  的  な  参  画  の  下、  例  え  ば、  学  校  再  編  後  の  校  舎  を  利  活  ⽤  す  る  な  ど  し  て 
             地  域  の  将  来  像  を  踏  ま  え  た  新  た  な  拠  点  づ  く  り  を  進  め  る  こ  と  が  望  ま  し  い。 

 【参  考  ９】  コ  ミュ  ニ  ティ‧  ス  クー  ル  （学  校  運  営  協  議  会  制  度）  と  は 
    学  校  と  地  域  住  ⺠  等  が  ⼒  を  合  わ  せ  て、  学  校  の  運  営  に  取  り  組  む  こ  と  が  可  能  と  な  る  「地  域  と  と  も  に  あ  る  学  校」 
 へ  の  転  換  を  図  る  た  め  の  有  効  な  仕  組  み  で  す。  コ  ミュ  ニ  ティ‧  ス  クー  ル  で  は、  学  校  運  営  に  地  域  の  声  を  積  極  的  に 
 ⽣  か  し、  地  域  と  ⼀  体  と  なっ  て  特  ⾊  あ  る  学  校  づ  く  り  を  進  め  て  い  く  こ  と  が  で  き  ま  す。 

 【参  考  10  】  地  域  学  校  協  働  活  動  と  は 
    地  域  の  ⾼  齢  者、  成  ⼈、  学  ⽣、  保  護  者、  PTA  、  NPO  、  ⺠  間  企  業、  団  体‧  期  間  等  の  幅  広  い  地  域  住  ⺠  等  の  参  画  を 
 得  て、  地  域  全  体  で  ⼦  供  た  ち  の  学  び  や  成  ⻑  を  ⽀  え  る  と  と  も  に、  「学  校  を  核  と  し  た  地  域  づ  く  り」  を  ⽬  指  し  て、 
 地  域  と  学  校  が  相  互  に  パー  ト  ナー  と  し  て  連  携‧  協  働  し  て  ⾏  う  様々  な  活  動  で  す。 

       ④  教  職  員  へ  の  配  慮 
        ‧  学  校  の  再  編  等  に  伴  い、  標  準  勤  務  年  数  に  満  た  な  い  時  期  で  の  異  動  と  な  る  教  職  員  が  発  ⽣ 
             す  る  こ  と  が  予  想  さ  れ  る  こ  と  か  ら、  学  校  再  編  計  画  を  決  定  し  た  際  は、  教  職  員  に  も  周  知 
             す  る  こ  と  が  望  ま  し  い。 
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